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別記 1

各省各庁官房長等
政令指定都市の長
公共法人等の長
主要民間発注者の長 宛

国土交通省土地 ･建設産業局長

建設産業における社会保険加入の徹底について

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、,年金保険について、
法定福利費を適正に負担しない企業 (すなわち保険未加入企業) が存在し、
技能労働者の医療、 年金など、 いざというときの公的保障が確保されず、 若

年入識者減少の一因となっているほか、 関係法令を遵守して適正に法定福利

費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じていま

す。

このため、 関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進め、 建設産業

の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、 事業者間の公平で健全

な競争環境を構築する必要があることから、 平成 2 4 年 2月 2 3 日、 社会保

険未加入対策の具体化に関する検討会において、 社会保険未加入問題への対

策が取りまとめられ、 3月 1 4 日、 中央建設業審議会に報告し、 同審議会会

長から別途連絡されているとおり、 建設産業における社会保険加入の徹底に

関する提言が取りまとめられました。
これを踏まえ、 国土交通省では、 関係する様々な主体と連携しながら、 検

討会で取りまとめられた別添 1を骨子とする総合的対策を実施してまいりま

す (別添 2 参照)。 本検討会の取りまとめでは、 実施後 5 年を目途に、 企業単

位では許可業者の加入率 1 0 0 %、 労働者単位では製造業相当の加入状況を

目指して取り組むこととされています。
社会保険加入の徹底に当たっては、 様々な関係者が一体となって協力して

様々な角度からの取組を実施することが必要であることから、 貴職におかれ

ましては、 建設産業における社会保険加入の徹底の趣旨を十分御理解いただ

くとともに、 適切な取組について格段の御配慮を賜りますよう、 お願いいた

します。
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別記 2 (都道府県知事) 宛

国土交通省土地 ･建設産業局長

建設産業における社会保険加入の徹底について

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、
法定福利費を適正に負担しない企業 (すなわち保険未加入企業) が存在し、
技能労働者の医療、 年金など、 いざというときの公的保障が確保されず、 若

年入識者減少の一因となっているほか、 関係法令を遵守して適正に法定福利

費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じていま

す。

このため、 関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進め、 建設産業

の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、 事業者間の公平で健全

な競争環境を構築する必要があることから、 平成 2 4 年 2月 2 3 日、 社会保

険未加入対策の具体化に関する検討会において、 社会保険未加入問題への対

策が取りまとめられ、 3月 1 4 日、 中央建設業審議会に報告し、 同審議会会

長から別途連絡されているとおり、 建設産業における社会保険加入の徹底に

関する提言が取りまとめられました。
これを踏まえ、 国土交通省では、 関係する様々な主体と連携しながら、 検

討会で取りまとめられた別添 1を骨子とする総合的対策を実施してまいりま

す (別添 2 参照)。 本検討会の取りまとめでは、 実施後 5 年を目途に、 企業単

位では許可業者の加入率 1 0 0 %、 労働者単位では製造業相当の加入状況を

目指して取り組むこととされています。
社会保険加入の徹底に当たっては、 様々な関係者が一体となって協力して

様々な角度からの取組を実施することが必要であることから、 貴職におかれ

ましては、 建設産業における社会保険加入の徹底の趣旨を十分御理解いただ

くとともに、 適切な取組の実施に努めていただきますよう、 お願いいたしま

す。

なお、 管内市町村への周知方お願いいたします。
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別記 3 (建設業者団体の長) 宛

国土交通省土地 ･建設産業局長

建設産業における社会保険加入の徹底について

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、
法定福利費を適正に負担しない企業 (すなわち保険未加入企業) が存在し、
技能労働者の医療、 年金など、 いざというときの公的保障が確保されず、 若

年入識者減少の一因となっているほか、 関係法令を遵守して適正に法定福利

費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じていま

す。

このため、 関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進め、 建設産業

の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、 事業者間の公平で健全

な競争環境を構築する必要があることから、 平成 2 4 年 2月 2 3 日、 社会保

険未加入対策の具体化に関する検討会において、 社会保険未加入問題への対

策が取りまとめられ、 3月 1 4 日、 中央建設業審議会に報告し、 同審議会会

長から別途連絡されているとおり、 建設産業における社会保険加入の徹底に

関する提言が取りまとめられました。
これを踏まえ、 国土交通省では、 関係する様々な主体と連携しながら、 検

討会で取りまとめられた別添 1を骨子とする総合的対策を実施してまいりま

す (別添 2 参照)。 本検討会の取りまとめでは、 実施後 5 年を目途に、 企業単

位では許可業者の加入率 1 0 0 %、 労働者単位では製造業相当の加入状況を

目指して取り組むこととされています。
社会保険加入の徹底に当たっては、 様々な関係者が一体となって協力して

様々な角度からの取組を実施することが必要であることから、 貴職におかれ

ましては、 建設産業における社会保険加入の徹底の趣旨を十分御理解いただ

くとともに、 適切な取組の実施に努めていただきますよう、 お願いいたしま

す。
なお、 会員企業への周知方お願いいたします。
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【各省各庁の官房長等】

内閣府大臣官房長 殿

総務省大臣官房長 殿

法務省大臣官房長 殿

･外務省大臣官房長 殿

財務省大臣官房長 殿

文部科学省大臣官房長 殿

厚生労働省大臣官房長 殿

農林水産省大臣官房長 殿

経済産業省大臣官房長 殿

国土交通省大臣官房長 殿

環境省大臣官房長 殿

防衛省経理装備局長 殿

会計検査院事務総局次長 殿

宮内庁官房審議官 殿

最高裁判所事務総局経理局長 殿

衆議院事務局事務次長 殿

参議院事務局事務次長 殿

人事院事務総局総括審議官 殿

警察庁長官官房長 殿

金融庁総務企画局長 殿

消費者庁次長 殿

復興庁統括宮 殿
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【政令指定都市の長】

大阪市長 殿

名古屋市長 殿

京都市長 殿

横浜市長 殿

神戸市長 殿

北九州市長 殿

札幌市長 殿

川崎市長 殿

福岡市長 殿

広島市長 殿

仙台市長 殿

千葉市長 殿

さいたま市長

静岡市長 殿

堺市長 殿

新潟市長 殿

浜松市長 殿

岡山市長 殿

相模原市長 殿

殿
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【公共法人等の長】

(法人税法別表 1 )

日本司法支援センター理事長 殿

日本年金機構理事長 殿

日本放送協会理事長 殿

沖縄振興開発金融公庫理事長 殿

株式会社日本政策金融公庫理事長 殿

社会保険診療報酬支払基金理事長 殿

地方公共団体金融機構理事長 殿

日本下水道事業団理事長 殿

(国立大学法人)

北海道大学理事長 殿

北海道教育大学理事長 殿

室蘭工業大学理事長 殿

小樽商科大学理事長 殿

帯広畜産大学理事長 殿

旭川医科大学理事長 殿

北見工業大学理事長 殿

弘前大学理事長 殿

岩手大学理事長 殿

東北大学理事長 殿

宮城教育大学理事長 殿

秋田大学理事長 殿
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山形大学理事長 殿

福島大学理事長 殿

茨城大学理事長 殿

筑波大学理事長 殿

宇都宮大学理事長 殿

群馬大学理事長 殿

埼玉大学理事長 殿

千葉大学理事長 殿

東京大学理事長 殿

東京医科歯科大学理事長 殿

東京外国語大学理事長 殿

東京学芸大学理事長 殿

東京農工大学理事長 殿

東京芸術大学理事長 殿

東京工業大学理事長 殿

東京海洋大学理事長 殿

お茶の水女子大学理事長 殿

電気通信大学理事長 殿

一橋大学理事長 殿

横浜国立大学理事長 殿

新潟大学理事長 殿

長岡技術科学大学理事長 殿

上越教育大学理事長 殿

富山大学理事長 殿

金沢大学理事長 殿
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福井大学理事長 殿

山梨大学理事長 殿

信州大学理事長 殿

岐阜大学理事長 殿

静岡大学理事長 殿

浜松医科大学理事長 殿

名古屋大学理事長 殿

愛知教育大学理事長 殿

名古屋工業大学理事長 殿

豊橋技術科学大学理事長 殿

三重大学理事長 殿

滋賀大学理事長 殿

滋賀医科大学理事長 殿

京都大学理事長 殿

京都教育大学理事長 殿

京都工芸繊維大学理事長 殿

大阪大学理事長 殿

大阪教育大学理事長 殿

兵庫教育大学理事長 殿

神戸大学理事長 殿、

奈良教育大学理事長 殿

奈良女子大学理事長 殿

和歌山大学理事長 殿

鳥取大学理事長 殿

島根大学理事長 殿
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岡山大学理事長 殿

広島大学理事長 殿

山口大学理事長 殿

徳島大学理事長 殿

鳴門教育大学理事長 殿

香川大学理事長

愛媛大学理事長 殿

高知大学理事長 殿

福岡教育大学理事長 殿

九州大学理事長 殿

九州工業大学理事長 殿

佐賀大学理事長 殿

長崎大学理事長 殿

熊本大学理事長 殿

大分大学理事長 殿

宮崎大学理事長 殿

鹿児島大学理事長 殿

鹿屋体育大学理事長 殿

琉球大学理事長 殿

北陸先端科学技術大学院大学理事長 殿

奈良先端科学技術大学院大学理事長 殿

総合研究大学院大学理事長 殿

筑波技術大学理事長 殿

政策研究大学院大学理事長 殿
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(大学協同利用機関法人)

人間文化研究機構理事長 殿

情報 ･システム研究機構理事長 殿

自然科学研究機構理事長 殿

高エネルギー加速器研究機構理事長 殿

(独立行政法人)

自動車検査独立行政法人理事長 殿

独立行政法人奄美群島振興開発基金理事長 殿

独立行政法人医薬基盤研究所理事長 殿

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

独立行政法人海技教育機構理事長 殿

独立行政法人海上技術安全研究所理事長 殿

独立行政法人家畜改良センター理事長 殿

独立行政法人環境再生保全機構理事長 殿

独立行政法人教員研修センター理事長 殿

独立行政法人経済産業研究所発注担当事 殿

独立行政法人原子力安全基盤機構理事長 殿

独立行政法人建築研究所理事長 殿

独立行政法人航海訓練所理事長 殿

独立行政法人工業所有権情報 ･研修館理事長 殿

独立行政法人航空大学校理事長 殿

独立行政法人交通安全環境研究所理事長 殿

独立行政法人港湾空港技術研究所理事長 殿

独立行政法人国際観光振興機構理事長 殿
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独立行政法人国際交流基金理事長 殿

独立行政法人国際農林水産業研究センター理事長 殿

独立行政法人国民生活センター理事長 殿

独立行政法人国立印刷局理事長 殿

独立行政法人国立環境研究所理事長 殿

独立行政法人国立がん研究センター理事長 殿

独立行政法人国立健康 ･栄養研究所理事長 殿

独立行政法人国立公文書館理事長 殿

独立行政法人国立国際医療研究センター理事長 殿

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長 殿

独立行政法人国立循環器病研究センター理事長 殿

独立行政法人国立成育医療研究センター理事長 殿

独立行政法人国立精神 ･神経医療研究センター理事長 殿

独立行政法人国立大学財務 ･経営センター理事長 殿

独立行政法人国立長寿医療研究センター理事長 殿

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 殿

独立行政法人国立病院機構理事長 殿

独立行政法人産業技術総合研究所理事長 殿

独立行政法人住宅金融支援機構理事長 殿

独立行政法人種苗管理センター理事長 殿

独立行政法人酒類総合研究所理事長 殿

独立行政法人森林総合研究所理事長 殿

独立行政法人水産総合研究センター理事長 殿

独立行政法人水産大学校理事長 殿

独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長 殿
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独立行政法人石油天然ガス ･金属鉱物資源機構理事長 殿

独立行政法人造幣局理事長 殿

独立行政法人大学入試センター理事長 殿

独-立行政法人大学評価 ･学位授与機構理事長 殿

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構理事長 殿

独立行政法人電子航法研究所理事長 殿

独立行政法人統計センター理事長 殿

, 独立行政法人土木研究所理事長 殿

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿

独立行政法人日本貿易振興機構理事長 殿

独立行政法人日本貿易保険理事長 殿

独立行政法人年金 ･健康保険福祉施設整理機構理事長 殿

独立行政法人農業環境技術研究所理事長 殿

独立行政法人農業生物資源研究所理事長 殿

独立行政法人農畜産業振興機構理事長 殿

独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿

独立行政法人福祉医療機構理事長 殿

独立行政法人物質 ･材料研究機構理事長 殿

独立行政法人平和祈念事業特別基金理事長 殿

独立行政法人防災科学技術研究所理事長 殿

独立行政法人放射線医学総合研究所理事長 殿

独立行政法人北方領土問題対策協会理事長 殿

独立行政法人郵便貯金 ･簡易生命保険管理機構理事長 殿

独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長 殿

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿
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独立行政法人労働政策研究 ･研修機構理事長 殿

年金積立金管理運用独立行政法人理事長 殿

独立行政法人海洋研究開発機構理事長 殿

独立行政法人農業 ･食品産業技術総合研究機構理事長 殿

独立行政法人農林漁業信用基金理事長 殿

独立行政法人情報処理推進機構理事長 殿

独立行政法人海上災害防止センター理事長 殿

(建設業法施行規則 1 8 条で定める法人)

消防団員等公務災害補償等共済基金理事長 殿

地方競馬全国協会理事長 殿

東京地下鉄株式会社代表取締役 殿

東京湾横断道路株式会社代表取締役 殿

独立行政法人科学技術振興機構理事長 殿

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長 一殿

独立行政法人新エネルギー ･産業技術総合開発機構理事長 殿

独立行政法人農業者年金基金理事長 殿

独立行政法人理化学研究所理事長 殿

日本小型自動車振興会理事長 殿

日本自転車振興会理事長 殿

日本私立学校振興 ･共済事業団理事長 殿

日本たばこ産業株式会社代表取締役 殿

日本電信電話株式会社代表取締役 殿

東日本電信電話株式会社代表取締役 殿

西日本電信電話株式会社代表取締役 殿
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農林漁業団体職員共済組合理事長 殿

北海道旅客鉄道株式会社代表取締役 殿

四国旅客鉄道株式会社代表取締役 殿

九州旅客鉄道株式会社代表取締役 殿

日本貨物鉄道株式会社代表取締役 殿

(入契法第 2条第 1項で定める法人)

関西国際空港株式会社代表取締役 殿

首都高速道路株式会社代表取締役 殿

中日本高速道路株式会社代表取締役 殿

成田国際空港株式会社代表取締役 殿

西日本高速道路株式会社代表取締役 殿

日本環境安全事業株式会社代表取締役 殿

阪神高速道路株式会社代表取締役 殿

東日本高速道路株式会社代表取締役 殿

本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役 殿

日本中央競馬会理事長 殿

独立行政法人宇宙航空研究開発機構理事長 殿

独立行政法人沖縄科学技術大学院大学理事長 殿

独立行政法人空港周辺整備機構理事長 殿

独立行政法人高齢 ･障害 ･求職者雇用支援機構理事長 殿

独立行政法人国際協力機構理事長 殿

独立行政法人国立科学博物館理事長 殿

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿

独立行政法人国立女性教育会館理事長 殿
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独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 殿

独立行政法人国立美術館理事長 殿

独立行政法人国立文化財機構理事長 殿

独立行政法人自動車事故対策機構理事長 殿

独立行政法人情報通信研究機構理事長 殿

独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長 殿

独立行政法人鉄道建設 ･運輸施設整備支援機構理事長

独立行政法人都市再生機構理事長 殿

独立行政法人日本学生支援機構理事長 殿

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 殿

独立行政法人日本原子力研究開発機構理事長 殿

独立行政法人日本高速道路保有 ･債務返済機構理事長

独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 殿

独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事長 殿

独立行政法人水資源機構理事長 殿

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿

殿

殿

(その他)

国家公務員共済組合連合会理事長 殿

公立学校共済組合理事長 殿

地方職員共済組合理事長 殿

警察共済組合理事長 殿

日本勤労者住宅協会理事長 殿

東京ガス株式会社代表取締役 殿

大阪ガス株式会社代表取締役 殿
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東邦ガス株式会社代表取締役 殿

広島ガス株式会社代表取締役 殿

西部ガス株式会社代表取締役 殿

北海道ガス株式会社代表取締役 殿

四国ガス株式会社代表取締役 殿

東部ガス株式会社代表取締役 殿

電源開発株式会社代表取締役 殿

北海道電力株式会社代表取締役 殿

東北電力株式会社代表取締役 殿

東京電力株式会社代表取締役 殿

中部電力株式会社代表取締役 殿

北陸電力株式会社代表取締役 殿

関西電力株式会社代表取締役 殿

中国電力株式会社代表取締役 殿

四国電力株式会社代表取締役 殿

九州電力株式会社代表取締役 殿

沖縄電力株式会社代表取締役 殿

東日本旅客鉄道株式会社代表取締役 殿

西日本旅客鉄道株式会社代表取締役 殿

東海旅客鉄道株式会社代表取締役 殿

【主要民間発注者の長】
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社団法人日本経済団体連合会理事長 殿

日本商工会議所理事長 殿

社団法人日本建築士会連合会理事長 殿

社団法人日本建築士事務所協会連合会理事長 殿

社団法人日本建築積算協会理事長 殿

社団法人日本建築家協会理事長 殿

社団法人建築設備技術者協会理事長 殿 、

一般社団法人日本自動車工業会理事長 殿

一般社団法人日本電気工業会理事長 殿

石油化学工業協会理事長 殿

石油連盟理事長 殿 ,

電気事業連合会理事長 殿

一般社団法人日本ガス協会理事長 殿

日本百貨店協会理事長 殿

日本チェーンストア協会理事長 殿

社団法人日本民営鉄道協会理事長 殿

(社)不動産協会理事長 殿

(社)日本ビルヂング協会連合会理事長 殿

(社)全国宅地建物取引業協会連合会理事長 殿

(社)日本住宅建設産業協会理事長 殿

(社)全日本不動産協会理事長 殿

(社)全国住宅建設産業協会連合会理事長 殿

(社)高層住宅管理業協会理事長 殿

(社)不動産流通経営協会理事長 殿
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(社)日本不動産鑑定協会理事長 殿

一般社団法人 不動産証券化協会理事長 殿

(社)大阪土地協会理事長 殿

(社)中部不動産協会理事長 殿

社団法人住宅生産団体連合会理事長 殿

社団法人生命保険協会理事長 殿

社団法人日本損害保険協会理事長 殿



(別添 1 )

｢建設業における社会保険未加入問題への対策について｣ 骨子

平 成 2 4 年 2 月 2 3 日

社会保険未加入対策の具体化に関する検討会

l工 課題 I
下請企業を中心に、 特に雇用、 医療、 年金保険に未加入の企業が存在して

おり、 技能労働者の処遇が低下し、 若年入識者減少の一因となっている。 ま

た、 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利になるという矛盾

した状況が生じている。

I□. 総合的対策の推進｣

行政、元請企業、 下請企業など関係者が一体となって建設業界の保険加入

徹底に取り組む。 営業所 ･工事現場での取組のほか、 保険加入促進のネット

ワ - ク (連携体制) を構築して保険加入を推進 ･支援していく。

1 . 行政 ･元請 ･下請等の関係者が一体となった保険加入の推進

(1 ) 行政、 建設業団体、 関係団体による推進協議会の設置

社会保険未加入対策を行政、建設業団体、 関係団体等の関係者が一体と

なって継続的に実施するため、保険未加入対策推進協議会を全国及び地方

ブロックに設置する。
(2 ) 各建設業団体による保険加入計画の策定 ･推進

保険未加入対策推進協議会に参加する各建設業団体は、それぞれの立場
から主体的な取組を計画的に進めるため、計画期間 5年間の社会保険加入

促進計画を策定し、 毎年フォローアップを実施する。
(3 ) 行政、 関係団体、 保険者等様々な主体による周知 ･啓発

行政、 関係団体、 元請企業、 協力会、 保険者など、 建設業に関わる様々

な主体から、 多様な手段による周知 ･啓発を行い、 保険加入に向けた機運

を醸成する。

2 . 行政による制度的チェック ･指導

(1 ) 建設業許可 ･更新時の加入状況確認

建設業の許可 ･更新の申請時に保険加入状況を記載した書面の提出を求

め、建設業担当部局において保険加入状況を確認する。 保険未加入企業に

対して、 加入を指導する。



(2 ) 建設業担当部局による監督

建設業担当部局において、 事業所及び工事現場への立入検査等を行い、
保険加入状況を調査するとともに、 保険未加入企業に対して、 加入を指導

する。 指導してもなお加入が見込まれない企業に対して、 保険関係法令違

反に該当する事実が認められるときは、建設業法に基づく監督処分を行う。
(3 ) 経営事項審査の厳格化

経営事項審査の項目区分 ｢健康保険及び厚生年金保険｣ を分割するとと

もに、 保険未加入の場合の減点幅を拡大する。
(4 ) 保険担当部局 (厚生労働省) との連携

(1 ) 及び (2 ) により指導してもなお保険未加入の企業について、 保

険担当部局に通報する。 保険担当部局から加入勧奨を行い、 最終的には強

制加入手続を実施する。

偽 建設企業の取組
(1 ) 元請企業による下請指導

保険加入の取組を下請企業及び現場作業員に浸透させるため、元請企業

において、 協力会等を通じた保険加入の勧奨や工事現場における周知 ･啓

発、 再下請負通知書 ･作業員名簿等を活用した確認 ･指導を行う。
(2 ) 元請企業 ･下請企業による重層下請構造の是正に向けた取組

元請企業、 下請企業 (特に 1次下請企業) において、 重層下請の抑制に

向けた啓発 ･指導を行うとともに、 下請企業において、 適正な受注先企業

の選定等の取組を実施する。
(3 ) 建設企業 (特に下請企業) における取組

建設企業において、、就労者の雇用関係を明確にした上で、 雇用関係にあ

る社員の保険加入の徹底、再下請負通知書を活用した再下請負企業の保険

｣加入状況の確認を実施するとともに、 元請企業の指導への協力を行う。

4 . 法定福利費の確保

(1 ) 発注者への要請 ･周知、 元請企業への要請

法定福利費は、 発注者が負担する工事価格に含まれる経費であることを

踏まえ、 民間発注者に要請 ･周知するとともに、個別の請負契約の当事者

間において見積時から適正に考慮するよう元請団体 ･元請企業に要請する
など、 民間発注者、 元請企業、 下請企業等の関係者において、 それぞれの

立場からの法定福利費の確保に向けた取組を推進する。
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(2 ) 業界における見積時の法定福利費の明示

専門工事業団体において、 見積時に法定福利費を明示するための標準見

積書を作成し、 建設企業における活用を推進する。
(3 ) ダンピング対策

国において対策を進めるとともに、 地方公共団体における対策を要請す

る。

(4 ) 重層下請構造の是正

建設企業及び建設業団体において、重層下請構造の是正に向け下請契約

の必要性 ･適法性のチェックや施工力のある下請企業の選定、 工事の平準

化等の取組など自主的取組を実施する。行政において、一括下請負の禁止、
主任技術者の配置、 請負 ･雇用に関するルールを徹底する。

5 . その他

(1 ) 就労履歴管理システムの普及 ･活用

工事就労履歴や保険加入状況を迅速に把握する就労履歴管理システム

の実現に向け、 関係者が協力して検討を行い、 具体化を推進する。
(2 ) 社会保険適用促進に向けた研究

社会保険の適用を促進するため、 法定福利費の取扱い、 建設業団体によ

る保険加入確認の枠組み、重層下請や一人親方の就労状況の実態把握等に
ついて、 調査 ･検討を実施する。

lm . 対策の進め方と目指す姿｣

1 . 対策の進め方

(1 ) 平成 2 4 年度以降、順次、周知 ･啓発、 加入指導、保険加入者 (企業 ･

労働者) の優先活用に重点的に取り組み、実施後 5年を目途に、 企業単

位では許可業者の加入率 1 0 0 %、労働者単位では製造業相当の加入状

況を目指す。
(2 ) 平成 2 9 年度までの中間時点でそれまでの実施状況を検証 ･評価し、

対策の必要な見直しを行った上で、 計画的に推進する。

2 . 目指す姿

技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

を図るとともに、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競

争環境の構築を実現する。


